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                          平成１６年度年度計画変更事項及び変更理由 
（下線部は変更箇所） 

変更後 変更前 変更理由 
序文 

 

 独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第３１条第１項

の規定に基づき、平成１６年度の業務運営に関する計画（年度

計画）を以下の通り定める。 

 なお、独立行政法人宇宙航空研究開発機構（以下、「機構」とい

う。）は、平成１５年度に発生した一連の事故を踏まえ、信頼性向

上のための具体的施策を検討し実行するための取り組みを行っ

ている。平成１６年度には、機構をあげて信頼性向上活動を推進

するための組織・体制を構築し、この体制により衛星・ロケットの

総点検を行い、Ｈ－II Ａロケットの打上げ再開に向けた見通しを

得るとともに、衛星のスケジュールを見直した。 

 これらを踏まえ「平成１６年度・年度計画」を変更する。 

序文 

 

 独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第３１条第１項

の規定に基づき、平成１６年度の業務運営に関する計画（年度

計画）を以下の通り定める。 

 なお、独立行政法人宇宙航空研究開発機構（以下、「機構」とい

う。）は、平成１５年度に発生した一連の事故を踏まえ、宇宙技術

の信頼性向上を現在の機構における最重要課題と認識し、信頼

性向上のための具体的施策を検討し実行するため、機構内に

「開発基本問題検討委員会」「ロケット･衛星の確実な開発・打上

げ・運用のための総点検委員会」を設置するなど、機構全体での

取り組みを行っている。「平成１６年度・年度計画」については、こ

れら信頼性向上に向けた機構内の取り組み、及び宇宙開発委員

会での審議を受けつつ進めている組織・体制のあり方、衛星・ロ

ケットの打上げ再開に向けた対策及びスケジュール等の検討結

果に基づき見直すこととする。 

 

 

 

 

 

 

 信頼性向上のための取り

組みの状況及び打上げ再

開に向けた見通しを踏まえ

て年度計画を見直す旨を記

載する。 

Ⅱ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関

する目標を達成するためにとるべき措置 

 

１．自律的宇宙開発利用活動のための技術基盤維持・強化 

 

（Ａ）宇宙輸送系 

 

Ⅱ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関

する目標を達成するためにとるべき措置 

 

１．自律的宇宙開発利用活動のための技術基盤維持・強化 

 

（Ａ）宇宙輸送系 

 

 

（２）M-Ⅴロケット 

・Ｈ－ⅡＡロケット６号機打上げ失敗に対する水平展開として、Ｍ

－Ｖロケットの再点検を実施する。 

・Ｘ線天文衛星「ＡＳＴＲＯ－ＥⅡ」、赤外線天文衛星「ＡＳＴＲＯ－

F」及び太陽観測衛星「ＳＯＬＡＲ－Ｂ」打上げ用ロケットの製作

を行う。 

・上記ロケットの製作及び打上げを通して、固体推進技術、全段

固体システム技術及び運用技術を維持・継承する。 

（２）M-Ⅴロケット 

・Ｈ－ⅡＡロケット６号機打上げ失敗に対する水平展開として、Ｍ

－Ｖロケットの再点検を実施する。 

・月探査機「ＬＵＮＡＲ－Ａ」及びＸ線天文衛星「ＡＳＴＲＯ－ＥⅡ」の

打上げを実施する。 

・赤外線天文衛星「ＡＳＴＲＯ－F」、及び太陽観測衛星「ＳＯＬＡＲ

－Ｂ」打上げ用ロケットの製作を行う。 

・上記ロケットの製作、及び打上げを通して、固体推進技術、全

段固体システム技術及び運用技術を維持・継承する。 

 

 ＬＵＮＡＲ－Ａ及びＡＳＴＲＯ

－ＥＩＩの計画見直しに伴う変

更を行う。具体的には、打

上げ時期を平成１６年度か

ら延期することに伴い、Ｍ－

Ｖロケットの製作スケジュー

ルを変更する。 
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変更後 変更前 変更理由 
２．宇宙開発利用による社会経済への貢献 

 

（Ａ）安全・安心な社会の構築 

 

２．宇宙開発利用による社会経済への貢献 

 

（Ａ）安全・安心な社会の構築 

 

 

（２）防災・危機管理 

 ALOS の開発として、衛星システムプロトフライト試験を行う。併

せて地上設備の開発を行う。 

（省略） 

（２）防災・危機管理 

 ALOS の開発として、衛星システムプロトフライト試験、打上げ、

初期機能確認を行う。併せて地上設備の開発及び初期機能確

認を行う。 

（省略） 

 

 ＡＬＯＳの計画見直しに伴う

変更を行う。具体的には、

打上げ時期を平成１６年度

から延期するとともに、関連

の作業スケジュールを変更

する。 

４．宇宙科学研究 

 

（Ｂ）衛星等の飛翔体を用いた宇宙科学プロジェクトの推進 

 

４．宇宙科学研究 

 

（Ｂ）衛星等の飛翔体を用いた宇宙科学プロジェクトの推進 

 

 

（２）開発中・開発承認済の宇宙科学研究プロジェクトの推進 

以下の宇宙科学研究プロジェクトを推進する。 

・科学衛星「ＡＳＴＲＯ－Ｆ」の飛翔モデルの開発 

・科学衛星「ＬＵＮＡＲ－Ａ」の飛翔モデルの開発 

 なお、ペネトレータ開発上の課題に対する検討を行い計画の

見直しを行う。 

・月探査機「ＳＥＬＥＮＥ」の飛翔モデルの開発 

・科学衛星「ＡＳＴＲＯ－ＥＩＩ」の飛翔モデルの開発 

・科学衛星「ＳＯＬＡＲ－Ｂ」の飛翔モデルの開発 

・科学衛星「PLANET-C」のプロトモデルの開発 

・ベッピコロンボ（Bepi-Colombo）計画の水星磁気圏周回衛星

（ＭＭＯ）のシステム検討と観測装置の開発に向けた研究 

（２）開発中・開発承認済の宇宙科学研究プロジェクトの推進 

以下の宇宙科学研究プロジェクトを推進する。 

・科学衛星「ＡＳＴＲＯ－Ｆ」の飛翔モデルの開発 

・科学衛星「ＬＵＮＡＲ－Ａ」の飛翔モデルの開発と打上げ 

・月探査機「ＳＥＬＥＮＥ」の飛翔モデルの開発 

・科学衛星「ＡＳＴＲＯ－ＥＩＩ」の飛翔モデルの開発と打上げ 

・科学衛星「ＳＯＬＡＲ－Ｂ」の飛翔モデルの開発 

・科学衛星「PLANET-C」のプロトモデルの開発 

・ベッピコロンボ（Bepi-Colombo）計画の水星磁気圏周回衛星

（ＭＭＯ）のシステム検討と観測装置の開発に向けた研究 

 

 ＬＵＮＡＲ－Ａの計画見直し

に伴う変更を行う。具体的

には、ペネトレータ開発上の

課題に対する検討及び計画

の見直しを行うとともに、打

上げ時期を平成１６年度か

ら延期する。 

 

 ＡＳＴＲＯ－ＥＩＩの計画見直

しに伴う変更を行う。具体的

には打上げ時期を平成１６

年度から延期する。 
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変更後 変更前 変更理由 
Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１．予算 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１．予算 

 

平成１６年度予算 

（単位：百万円）

［注１］「財政法第２８条による平成１６年度予算参考書類」に基づき

算出したものである。 

［注２］「受託収入」及び「受託経費」には情報収集衛星に係る収入

及び支出を含む。 

 

区分 金額 

収入 

運営費交付金 

施設整備費補助金 

国際宇宙ステーション開発費補助金 

その他の国庫補助金 

受託収入 

その他の収入 

計 

１３７，２９８

８，４２６

３３，５０９

１，１４６

４０，６６１

６１９

２２１，６５９

支出 

事業費 

一般管理費 

施設整備費補助金経費 

国際宇宙ステーション開発費補助金経

費 

受託経費 

借入償還金 

計 

１２９，１８３

９，０５７

８，４２６

３３，５０９

４０，６６１

１，１４６

２２１，９８２

平成１６年度予算 

（単位：百万円）

［注１］「財政法第２８条による平成１６年度予算参考書類」に基づき

算出したものである。 

［注２］情報収集衛星の受託経費については、上記予算計画の金

額に含まれていない。 

 

区分 金額 

収入 

運営費交付金 

施設整備費補助金 

国際宇宙ステーション開発費補助金 

その他の国庫補助金 

受託収入 

その他の収入 

計 

１３７，２９８

８，４２６

３３，５０９

１，１４６

８８２

６１９

１８１，８８１

支出 

事業費 

一般管理費 

施設整備費補助金経費 

国際宇宙ステーション開発費補助金経

費 

受託経費 

借入償還金 

計 

１２９，１８３

９，０５７

８，４２６

３３，５０９

８８２

１，１４６

１８２，２０４

 

 

 

 情報収集衛星の受託経費

について予算、収支計画、

資金計画に含め、機構全体

の予算、収支計画及び資金

計画をより明らかにする。 
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変更後 変更前 変更理由 
２．収支計画 

平成１６年度収支計画 

（単位：百万円）

 

［注１］厚生年金基金の積立不足額については、科学技術厚生年

金基金において回復計画を策定し、給付の削減、掛金の引き上げ

等の解消方法を検討した上で、必要な場合は、人件費の範囲内で

特別掛金を加算し、その解消を図ることとしている。 

 

［注２］各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないこ

とがある。 

 

区別 金額 

費用の部 

経常費用 

事業費 

一般管理費 

受託費 

減価償却費 

財務費用 

臨時損失 

１４６，４１０

１０５，２９５

８，６５８

１０，６５１

２１，８０６

０

０

収益の部 

運営費交付金収益 

補助金収益 

受託収入 

その他の収入 

資産見返負債戻入 

臨時利益 

９１，１４２

２２，１９２

１０，６５１

６１９

２１，８０６

０

２．収支計画 

平成１６年度収支計画 

（単位：百万円）

区別 金額 

費用の部 

経常費用 

事業費 

一般管理費 

受託費 

減価償却費 

財務費用 

臨時損失 

１３６，６４１

１０５，２９５

８，６５８

８８２

２１，８０６

０

０

収益の部 

運営費交付金収益 

補助金収益 

受託収入 

その他の収入 

資産見返負債戻入 

臨時利益 

９１，１４２

２２，１９２

８８２

６１９

２１，８０６

０

 

［注１］厚生年金基金の積立不足額については、科学技術厚生年

金基金において回復計画を策定し、給付の削減、掛金の引き上げ

等の解消方法を検討した上で、必要な場合は、人件費の範囲内で

特別掛金を加算し、その解消を図ることとしている。 

 

［注２］各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないこ

とがある。 

 

 

 

同上 
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変更後 変更前 変更理由 
３．資金計画 

平成１６年度資金計画 

（単位：百万円） 

区別 金額 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

翌年度への繰越金 

２１２，４０９

８，４２６

１，１４６

０

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金による収入 

補助金収入 

受託収入 

その他の収入 

投資活動による収入 

施設整備費による収入 

財務活動による収入 

前年度よりの繰越金 

２１２，０８６

１３７，２９８

３３，５０９

４０，６６１

６１９

８，４２６

８，４２６

１，１４６

３２３

 

［注］各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないこと

がある。 

３．資金計画 

平成１６年度資金計画 

（単位：百万円） 

区別 金額 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

翌年度への繰越金 

１７２，６３１

８，４２６

１，１４６

０

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金による収入 

補助金収入 

受託収入 

その他の収入 

投資活動による収入 

施設整備費による収入 

財務活動による収入 

前年度よりの繰越金 

１７２，３０８

１３７，２９８

３３，５０９

８８２

６１９

８，４２６

８，４２６

１，１４６

３２３

 

［注］各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないこと

がある。 

 

 

同上 
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変更後 変更前 変更理由 
Ⅶ．その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

１．施設・設備に関する事項 

（省略） 

 

Ⅶ．その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

１．施設・設備に関する事項 

（省略） 

 

 

２．安全・信頼性に関する事項 

信頼性向上活動を推進するための体制を構築し、機構をあげ

て信頼性向上に取り組む。 

また、安全･信頼性に関する以下の事項を実施する。 

(1) 機構内の品質マネジメントシステムを構築する。 

(2) 安全・信頼性・品質に対する教育・訓練を行う。 

(3) 機構全体の安全・信頼性品質管理の共通データベースを整

備、データ分析に着手する。 

(4) 安全・信頼性向上及び品質保証活動を推進し、事故・不具合

の低減に係る技術向上を図る。 

(5)環境管理についての教育及び共通データベースの整備を行

う。 

２．安全・信頼性に関する事項 

(1) 機構内の品質マネジメントシステムを構築する。 

(2) 安全・信頼性・品質に対する教育・訓練を行う。 

(3) 機構全体の安全・信頼性品質管理の共通データベースを整

備、データ分析に着手する。 

(4) 安全・信頼性向上及び品質保証活動を推進し、事故・不具合

の低減に係る技術向上を図る。 

(5)環境管理についての教育及び共通データベースの整備を行

う。 

 

 信頼性向上のための検討

をうけ、機構をあげて信頼性

向上活動を推進する体制を

構築することを追記する。 

 


